
令和８年度
高齢者用肺炎球菌予防接種について



接種の概要について

 接種期間

 対象者

⑴ 65歳の者（接種時点）
※66歳の誕生日前日まで定期接種の対象となります。

⑵ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、膀胱腎臓、小腸、肝臓又は呼吸
器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者
及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度
の障害を有する者⇒ 市から配布する予診票に『身障』と明記

市で身体障害者手帳等により把握できる対象者の方については、事前に予診票
を送付しています。
それ以外の方で医師の判断として⑵に該当すると思われる場合は、市こども保

健課へ御連絡ください。

令和８年４月１日（水）から令和９年３月31日（水）まで（休診日は除く）



委託料等について

 １件当たり委託料

 接種費用の請求

接種料は、ワクチン代、注射器代及び診断料を含め11,400円です。

予診票と実施報告書兼請求書を、事業実施の翌月
15日までに市こども保健課へ御提出ください。

自己負担金委託料区分

3,400円8,000円接種者

－11,400円生活保護者

－1,500円予診のみの者

※ 予診票には、協力医療機関名及びロット番号の記入、
押印をお願いします。

※ 生活保護者は、生活保護証明を持参した者に限ります。
※ 生活保護証明については、阿久根市福祉課保護係（73-1242）へ
お問合せください。

請求書提出月の翌月に、委託料を支払います。



高齢者用肺炎球菌予防接種について

 接種方法

 ワクチンについて

 接種後の注意

 予防接種済証

※１ 令和７年度とワクチンが異なりますのでご注意ください。
※２ 「肺炎球菌予防接種を受けられる方へ」を接種対象者に読んでいただいてから接種して

くださるようお願いします。

予防接種後の入浴は構いませんが、大量の飲酒、激しい運動は避けるよう御指導
ください。

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（プレベナー）0.5mlを、１回筋肉内に注射

各医療機関で準備し、８℃以下で保管してください。

接種後、接種済証に予防接種の接種年月日及び医療機関を記入後、接種者にお渡
しください。
健康手帳をお持ちの方へは、接種済証を健康手帳に貼付するよう御指導ください。



その他

 予診票等の配布時期

 予診票の用紙について

阿久根市に住所を有する65歳になる方へ
誕生月の前月末に配布

接種過誤を防止するために、市から配布
した予診票以外は使用しないようお願いい
たします。

「対象者氏名」が印字してあるもの

紛失等の場合は、必ず市こども保健課
保健予防係まで御連絡ください。

高齢者用肺炎球菌の予診票はもえぎ色の
用紙です。

令和８年度から予診票の様式が変更と
なっていますが、旧様式でも使用でき
ます。（※対象年齢かを要確認！）


